
【

金

沢

文

庫

特

別

展

『

横

浜

の

元

祖 

寶

生

寺

』

正

誤

表

お

よ

び

追

加

記

事

】 
■

７

頁

10

行 

 

×

弟

子

の

圓

眞

が

五

代

住

持

と

な

っ

た

が

、

 

○

弟

子

の

圓

眞

が

四

代

住

持

と

な

っ

た

が

、 

 

■

７

頁

11

行 

 

×

六

代

住

持

の

覚

日

が

六

代

住

持

と 
 

○

覚

日

が

五

代

住

持

と 

 

■

10

頁

４

行 

 

×

横

浜

市

の

天

然

記

念

物

に

指

定

さ

れ

て

い

る

。

 

○

神

奈

川

県

の

天

然

記

念

物

に

指

定

さ

れ

て

い

る

。 

 

■

12

頁

２

段

目 

 

×

光

明

真

言 
 

○

仏

眼

真

言 

＊

大

日

如

来

像

納

入

品

の

「

奉

納

目

録

」

に

は

「

光

明

真

言

」

と

記

さ

れ

て

い

る

が

、

該

当

す

る

梵

字

真

言

の

紙

に

は

光

明

真

言

で

は

な

く

仏

眼

真

言

が

書

か

れ

て

い

る

。 

 

■

58

頁

下

段

（

22

８

）

市

河

季

氏

・

比

留

間

範

数

連

署

寄

進

状 

本

文

４

行

目 

 

×

依

正

願

（

カ

）

儀

ニ 
 

 

○

正

胤

（

カ

）

儀

ニ 

＊

右

傍

に

疑

問

符

（

カ

）

を

つ

け

た

文

字

は

、

原

本

で

は

「

瀬

」

の

字

の

中

央

の

「

束

」

を

「

員

」

に

置

き

換

え

た

形

を

し

て

い

る

。

こ

れ

に

つ

い

て

松

澤

常

男

氏

「

地

名

「

横

浜

」

の

初

見

と

さ

れ

る

文

書

の

疑

問

」

（

『

横

浜

郷

土

史

研

究

会

会

報

』

一

〇

〇

号

（

平

成

17

年

３

月

）

で

は

、

「

胤

」

と

解

釈

す

べ

き

で

あ

る

と

提

案

さ

れ

、

同

時

に

こ

れ

は

転

写

の

時

の

誤

写

で

、

永

禄

四

年

（

一

五

六

一

）

ご

ろ

に

石

河

村

か

ら

横

浜

村

が

分

村

さ

れ

て

か

ら

後

に

作

ら

れ

た

も

の

で

は

な

い

か

と

い

う

疑

問

を

提

起

さ

れ

て

い

る

。 

 

字

形

的

に

見

る

と

、

中

世

の

く

ず

し

方

で

は

「

胤

」

の

右

側

を

三

つ

の

点

で

表

す

こ

と

が

多

く

、

そ

れ

を

く

ず

し

方

が

よ

く

似

た

「

頁

」

と

認

識

し

て

楷

書

で

表

現

す

れ

ば

、

こ

の

よ

う

な

文

字

に

な

る

だ

ろ

う

。

「

正

胤

」

は

、

東

大

寺

や

東

寺

の

荘

園

支

配

に

関

す

る

中

世

文

書

に

お

い

て

、

土

地

や

所

職

の

正

統

な

権

利

継

承

者

を

示

す

用

語

と

し

て

使

わ

れ

た

例

が

見

出

さ

れ

、

「

正

員

」

と

も

表

記

さ

れ

て

い

る

（

東

京

大

学

史

料

編

纂

所

の

古

文

書

デ

ー

タ

ベ

ー

ス

に

よ

る

）

。

そ

れ

は

、

こ

の

宝

生

寺

文

書

の

文

脈

に

も

ふ

さ

わ

し

く

、

松

澤

氏

の

読

み

方

は

正

鵠

を

得

て

い

る

。 

 

し

か

し

こ

の

文

書

を

時

期

の

下

が

る

偽

文

書

と

解

釈

す

る

の

は

行

き

過

ぎ

で

あ

ろ

う

。

嘉

吉

二

年

（

一

四

四

二

）

付

の

こ

の

文

書

は

次

に

続

く

宝

徳

二

年

（

一

四

五

〇

）

の

宝

生

寺

住

持

圓

鎮

寄

進

状

（

22

９

）

な

ど

と

同

じ

筆

跡

で

あ

り

、

圓

鎮

が

書

い

た

も

の

と

推

定

さ

れ

る

か

ら

で

あ

る

。

圓

鎮

は

永

享

十

一

年

（

一

四

三

九

）

九

月

に

圓

眞

に

宝

生

寺

の

遺

跡

を

譲

り

、

磯

子

真

照

寺

の

住

持

に

な

っ

た

も

の

と

思

わ

れ

る

が

（

た

だ

し

宝

徳

二

年

の

寄

進

状

（

22

９

）

の

円

鎮

の

署

名

に

は

「

石

河

宝

生

寺

住

持

」

と

あ

り

、

宝

生

寺

住

持

に

再

任

し

た

可

能

性

が

あ

る)

、

圓

鎮

み

ず

か

ら

横

浜

村

薬

師

堂

の

免

田

畠

の

宝

生

寺

へ

の

寄

進

状

の

本

文

を

執

筆

し

て

、

管

領

上

杉

氏

の

奉

行

人

と

推

定

さ

れ

る

市

河

・

比

留

間

両

名

の

花

押

を

求

め

た

と

す

れ

ば

、

偽

作

と

は

言

え

な

い

。

い

ず

れ

に

し

て

も

、

永

享

十

年

（

一

四

三

八

）

十

一

月

に

鎌

倉

公

方

足

利

持

氏

が

滅

亡

し

て

鎌

倉

府

が

中

絶

し

、

続

い

て

嘉

吉

元

年

（

一

四

四

一

）

に

将

軍

義

教

も

暗

殺

さ

れ

て

全

国

的

に

政

治

が

混

乱

し

た

時

期

に

、

宝

生

寺

で

も

、

寺

領

を

確

保

す

る

た

め

に

さ

ま

ざ

ま

な

文

書

の

制

作

や

加

工

が

行

わ

れ

た

も

の

と

推

測

さ

れ

る

。

今

後

の

興

味

深

い

研

究

テ

ー

マ

に

な

る

で

あ

ろ

う

。 

 

■

72

頁

下

段

（

22

19

）

本

文

１

行

目 

 

×

後

北

条

市 
 

○

後

北

条

氏 

 

■

74

頁

上

段

（

24

-

５

）

本

文

２

行

目 

 

×

文

永

二

年

〈

乙

丑

〉

四

月

廿

六

日 
 

○

文

永

二

年

〈

乙

丑

〉

閏

四

月

廿

六

日 

 

■

76

頁

上

段 

３

～

４

行

目 

 

×

菩

提

院

孝

順 
 

○

菩

提

院

信

遍 



■

追

記

■

 

展

覧

会

開

催

中

に

、

佐

藤

博

信

氏

（

千

葉

大

学

名

誉

教

授

）

よ

り

、

室

町

時

代

の

鶴

岡

八

幡

宮

別

当

の

記

録

で

あ

る

『

当

社

記

録

』

（

香

象

院

珍

祐

記

録

）

の

中

に

石

川

宝

生

寺

の

記

事

が

含

ま

れ

て

い

る

こ

と

を

指

摘

さ

れ

ま

し

た

の

で

御

紹

介

い

た

し

ま

す

。

該

当

す

る

記

事

は

次

の

二

カ

所

で

す

。

〔

『

神

道

大

系

・

鶴

岡

』

所

収

〕

 

 

【

長

禄

三

年

(

一

四

五

九

)

閏

九

月

】

 

一

当

社

学

頭

 

今

月

十

一

日

被



定

者

也

。

〈

当

社

神

主

□

法

流

者

時

□

奉

頼

□

□

〉

彼

学

頭

者

在

所

石

川

石

川

石

川

石

川

ノノノノ

能

化

能

化

能

化

能

化

 

真

性

寺

真

性

寺

真

性

寺

真

性

寺

ト

申

人

也

 

隨

分

密

教

覚

人

、

尤

以

可



然

人

躰

也

 

自



元

東

寺

真

言

也

、

雖



然

被



法

例



任

於



当

所



被



受

者

也

。

 

 

【

長

禄

四

年

(

一

四

六

〇

)

】

 

五

月

小

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

恵

光

院

〈

権

少

僧

都

快

重

〉

 

一

去

年

学

頭

者

、

武

州

石

川

能

化

真

性

寺

武

州

石

川

能

化

真

性

寺

武

州

石

川

能

化

真

性

寺

武

州

石

川

能

化

真

性

寺

申

者

也

。

当

社

神

主

指

南

ニ

テ

被



成



学

頭



者

也

。

然

間

受

法

者

我

覚

院

賢

超

法

印

奉



頼

伝

受

畢

。

仍

去

年

御

八

講

ノ

時

分

、

号



学

頭

代



以



手

替



論

議

、

於



□

難



心

得



由

依



申

致



腹

立



、

自

身

罷

上

、

御

八

講

四

ケ

日

之

勤

行

ヲ

結

句

十

二

月

十

五

日

二

ケ

日

被



勤

者

也

。

然

間

社

家

ニ

モ

難



心

得



由

被



仰

。

又

者

此

方

ニ

モ

申

間

□

□

年

明

テ

学

頭

職

ヲ

辞

退

被



申

由

、

其

聞

在



之

。

仍

春

四

季

講

不



被



勤

者

也

。

然

者

辞

退

也

。

雖



然

社

家

ヨ

リ

重

而

是

非

ヲ

不



被



仰

聞



、

夏

ノ

四

季

講

無



之

。

然

間

本

様

三

人

〈

四

月

十

一

日

〉

致



衆

会



進

止

会

所

へ

申

旨

者

、

既

ニ

春

夏

之

四

季

講

断

絶

也

。

然

者

学

頭

断

絶

時

者

、

以



経

供

養



可



勤

之

由

、

前

々

記

録

明

白

也

。

学

頭

出

現

間

、

如



前

々



以



経

供

養



可



勤

由

申

處

ニ

、

進

止

会

所

〈

正

覚

院

〉

被



申

旨

者

、

社

家

ヘ

申

、

真

性

寺

真

性

寺

真

性

寺

真

性

寺

へ

重

而

可



申

由

被



申

間

、

尤

同

心

仕

處

ニ

、

当

執

行

神

主

重

而

学

頭

職

真

性

寺

真

性

寺

真

性

寺

真

性

寺

申

處

ニ

、

堅

辞

退

申

者

也

。

然

間

本

様

三

人

同

心

、

社

家

へ

申

旨

者

、

学

頭

断

絶

不



可



然

次

第

也

。

依



春

夏

四

季

講

勤

行

無



之



。

所

詮

可



相

尋



由

申

處

、

社

家

御

返

事

者

、

以

前

真

性

寺

真

性

寺

真

性

寺

真

性

寺

望

時

分

、

神

川

金

蔵

坊

神

川

金

蔵

坊

神

川

金

蔵

坊

神

川

金

蔵

坊

卜

申

者

、

対



安

楽

院

安

楽

院

安

楽

院

安

楽

院



望

シ

カ

ト

、

ハ

ヤ

真

性

寺

真

性

寺

真

性

寺

真

性

寺

定

由

申

也

。

然

者

其

金

蔵

坊

金

蔵

坊

金

蔵

坊

金

蔵

坊

方

へ

可



申

由

被



仰

以

前

安

楽

院

対

望

間

、

安

楽

院

へ

被



仰

間

、

軈

安

楽

院

安

楽

院

安

楽

院

安

楽

院

被



下

被



申

處

ニ

金

蔵

坊

金

蔵

坊

金

蔵

坊

金

蔵

坊

辞

退

也

。

然

間

社

家

ニ

モ

以

前

ハ

我

望

、

又

申

時

者

自

体

難



心

得



哉

。

被



仰



二

度



者

不



被



仰

者

也

。

仍

横

地

石

見

為



使

者



本

様

三

人

方

へ

被



仰

旨

者

、

金

蔵

坊

金

蔵

坊

金

蔵

坊

金

蔵

坊

以

前

望

間

申

處

ニ

、

無



領

掌



候

。

然

間

二

反

与

不



可



申

者

也

。

以

前

可



相

尋



由

候

。

相

尋

候

ヘ

ト

承

間

、

手

廣

能

化

青

蓮

寺

手

廣

能

化

青

蓮

寺

手

廣

能

化

青

蓮

寺

手

廣

能

化

青

蓮

寺

与

申

仁

□

三

人

以



同

心



学

頭

衆

請

仕

状

ヲ

遣

。

又

社

務

へ

奏

者

間

、

石

見

入

道

ノ

状

ソ

ヘ

遣

處

ニ

一

反

ハ

辞

退

也

。

雖



然

三

人

ノ

意

見

ニ

テ

横

地

石

見

入

道

ヲ

以

、

内

彼

青

蓮

寺

青

蓮

寺

青

蓮

寺

青

蓮

寺

へ

越

、

堅

申

間

領

掌

也

。

仍

今

月

廿

一

日

社

家

へ

致



参

上



御

対

面

在



之

。

軈

補

任

被



給

者

也

。

 

 

こ

こ

に

登

場

す

る

「

武

州

石

川

能

化

真

性

寺

」

と

は

、

宝

生

寺

三

代

住

持

を

勤

め

た

後

に

永

享

十

一

年

(

一

四

三

九

)

九

月

十

五

日

に

引

退

し

て

磯

子

真

照

寺

に

移

っ

た

円

鎮

の

こ

と

で

す

。

『

血

脈

抄

』

（

展

示

図

録

24

10

）

に

よ

れ

ば

、

円

鎮

は

平

子

師

通

の

子

で

、

智

行

に

優

れ

「

雪

下

学

頭

」

を

二

三

カ

年

勤

め

た

と

記

さ

れ

て

い

ま

す

。

長

禄

三

年

(

一

四

五

九

)

に

は

鶴

岡

八

幡

宮

の

学

頭

職

を

勤

め

た

も

の

の

、

翌

年

に

は

法

を

伝

授

し

た

弟

子

分

の

鶴

岡

別

当

の

我

覚

院

賢

超

が

代

理

と

称

し

て

勝

手

に

論

議

の

役

を

行

っ

て

し

ま

っ

た

た

め

、

円

鎮

は

こ

れ

に

憤

慨

し

て

法

華

八

講

を

二

日

間

だ

け

勤

め

て

辞

退

し

て

帰

っ

て

し

ま

い

ま

し

た

。

こ

れ

に

よ

っ

て

八

幡

宮

の

仏

事

が

中

断

し

、

困

っ

た

社

家

方

が

、

以

前

円

鎮

と

学

頭

職

を

競

っ

た

神

川

（

神

奈

川

)

の

金

蔵

坊

を

代

わ

り

に

立

て

よ

う

と

し

た

が

、

金

蔵

坊

は

辞

退

し

、

最

終

的

に

手

広

青

蓮

寺

の

住

持

が

学

頭

職

に

就

い

た

と

い

う

内

容

で

す

。

 

 

こ

の

記

事

か

ら

は

、

実

家

の

平

子

氏

の

支

援

を

受

け

た

円

鎮

が

、

東

国

の

仏

教

界

の

最

高

の

権

威

で

あ

る

鶴

岡

八

幡

宮

寺

に

対

し

て

も

強

気

に

出

ら

れ

る

だ

け

の

実

力

を

そ

な

え

、

関

東

真

言

宗

の

重

鎮

と

し

て

一

目

置

か

れ

て

い

た

こ

と

が

浮

か

び

上

が

り

ま

す

。

ち

な

み

に

学

頭

職

を

競

望

し

た

神

奈

川

の

金

蔵

坊

は

、

横

浜

市

神

奈

川

区

東

神

奈

川

一

丁

目

に

あ

る

金

蔵

院

（

真

言

宗

智

山

派

）

と

考

え

ら

れ

、

宝

生

寺

の

対

岸

に

あ

た

る

神

奈

川

湊

に

立

地

し

た

有

力

な

真

言

寺

院

で

あ

っ

た

よ

う

で

す

。

手

広

青

蓮

寺

も

鎌

倉

を

代

表

す

る

真

言

宗

の

有

力

寺

院

で

す

。

こ

の

記

録

は

、

鎌

倉

を

中

心

と

す

る

真

言

宗

寺

院

の

つ

な

が

り

を

示

す

貴

重

な

史

料

と

言

え

ま

す

。

 

（

西

岡

芳

文

）

 


